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発行元：「いんば中核地域生活支援センターすけっと」
住 所：〒285-0026 佐倉市鏑木仲田町9-3
電 話：043-483-3718（中核センターすけっと／グループホーム等支援ワーカー）

043-484-8222（さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター）
ＦＡＸ：043-483-3719
メール：ｓｕｋｅｔｔｏ＠ｋａｚｅｎｏｍｕｒａ．ｊｐ
～『中核センターすけっと』とは～
『すけっと』では以下の3つの相談事業を佐倉市の事務所を拠点に実施しています。
担当エリア：印旛圏域（成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町）
相談していいものか迷ったら、まずはお電話ください。一緒に考えます！

①いんば中核地域生活支援センターすけっと
福祉の総合相談・支援機関。24時間365日あらゆる相談をお受けします。

②印旛圏域障害者グループホーム等支援ワーカー
グループホームに関する総合相談（入居相談・運営相談・開設相談など）をお受けします。

③さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター（生活困窮者自立支援事業）
栄町・酒々井町で生活に困窮している方（失業、借金、ひきこもり等）の総合相談機関です。
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「住居確保給付金」をご存知ですか？！

生活困窮者自立支援法では、離職などで住まいを失ったり失う恐れのある人へ給付
金を支給する制度があります。今回は、安定した住居の確保と就労による自立を支援
する「住居確保給付金」をわかりやすくご紹介します！

さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター

～編集後記～

ご相談者さんが渋柿をおすそ分けしてくださったので、干し柿を作って、す
けっとの皆でいただきました。寒風厳しい季節に、時間をかけて、この季節な
らではの味わいを楽しむことができました！（佐藤）
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月額支給上限額
※管理費・共益費
等除く

単身 37,200円

2人 45,000円

3人～5人 48,400円

支給
期間

3ヶ月
※一定要件満たす場合、
最長9ヶ月延長可能

支
給
要
件

当該市町村に居住もしくは居住予定で、次の①～⑧すべてに該当する方

①離職により住居を失ったまたは失う恐れがある。

②離職2年以内で、65歳未満の人

③離職等の前に、世帯の生計を主として維持していた。

④申請者及び申請者と同一生計の人と、申請月の合計収入額が所定の
金額以下であること。

⑤申請者及び申請者と同一生計の人と、申請月の合計貯蓄額が所定の
金額以下であること。

⑥ハローワークに求職者登録を行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指
した求職活動を行うこと。

⑦国や自治体が行う、離職者等に対する住居の確保を目的とした類似
の給付を、申請者及び申請者と同一生計の人が受けていないこと。

⑧申請者及び申請者と同一世帯の人のいずれもが暴力団員でないこと。

申請
窓口

各市町村の生活困窮者支援窓口。酒々井町・栄町の方は
「さかえ・しすいワークライフサポートセンター」です！

◎事例紹介 「～住居確保給付金を受け、困窮状態が解消した事例～」

お一人暮らしの５０代男性Aさん。離職してしまったことからアパートの家賃
を支払えず、これからの生活に困って当センターに来所されました。

Aさんは、所持金は１万円程で預貯金もありません。しかし、就労意欲が非常
に高かったため、住居確保給付金について説明。ご本人も希望されたため申請
を行いました。
住居確保給付金で3ヶ月間の家賃が確保され、就職活動に専念することができ、

２ヵ月後には、新しい仕事も決まりました。3ヶ月で住居確保給付金の支給は終
了し、生活安定の兆しが見えてきました。Aさんは「この制度を利用することで、
また仕事にチャレンジできて嬉しかった」と話されていたことが印象的でした。



障害者グループホーム等支援ワーカー
中核センターすけっと
平成29年度上半期の活動報告

今後の「グループホーム講座」のお知らせ
グループホームを理解していただくため、３地域で講座を行っています。
今年度は、あと２回です。ふるってご参加ください。

平成30年2月 3日（土）第33回グループホーム講座 君津市中央図書館
平成30年2月10日（土）第34回グループホーム講座 ゆいまーる習志野

※ご興味のある方は、すけっと高橋までご連絡ください。

事業所数 ３２事業所（社会福祉法人１６、NPO法人９、医療法人３、株式会社３、企業組合１）

ホーム数 ８２軒 総 定 員 ３７４名（その他、サテライト４名）
H29.12月時点

中核センター「地方自治法施行７０周年記念総務大臣表彰」受賞！

地方自治法が施行されて70周年に当たる昨年、
地方自治に関する功労者の表彰が行われ、中核セ
ンター事業を受託する法人の団体『中核地域生活
支援センター連絡協議会』が総務大臣表彰を受け
ました！先日、表彰を記念して県庁の方々と各中
核センター所長とで記念撮影を行いました！

相談実績（H29.4～9月） 支援回数内訳

相談実人数 152名 対象者分類 支援方法

支援総回数 3,510回 高齢者 188回 電話 2,914回

障害児者 1,916回 来所 124回

児童 327回 訪問 419回

その他 1,079回

月に約25件の新規
相談がありました

◎事例紹介 「家族関係に悩むひきこもりの女性への支援」

50代女性。母との2人暮らしですが関係が悪く、昼夜逆転、ひきこもりの生活を送っています。
母の体調悪化により高齢者福祉課が関わるようになり、すけっとへつながりました。すけっとで
は、自宅を訪問して本人の辛い気持ちをお聴きしました。
「ずっと出かけていない」という本人と一緒に外出したりお話を聞くことで関係を築き、「困

ったことがあればいつでも相談してほしい」とお伝えしてきています。今後、母の施設入所など
で生活状況の変化が予想されます。先の不安が出たとき、すけっとが支援できるよう、本人との
ゆるい関係をもっていたいと思います。

電話に次いで訪問が多いです。
すけっとでは、できるだけ自
宅訪問や面談を通して相談支
援を行うよう心がけています。

障害児者の次に多いのが「その他」です。
「その他」とは、障害の疑いのある方、仕事が続けら
れない方、ひきこもりの方、家族トラブルを抱えた方
などで、制度の対象になりづらい方でもあります。

昨今「8050問題」と言われる「高齢の親と同居するひきこもり状態の成人世帯」に関する相談
はしばしばお受けしています。親子それぞれの将来への不安に寄り添いながら支援しています。


